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共益費の支払いは、入居者の皆さんの義務です
共益費の徴収については、管理運営委員会（自治会等）が
行っています。（借上型市営住宅は指定管理者が行っていま
す。）退去の際には、各指定管理者事務所だけでなく、管理
運営委員会（自治会等）にも事前に連絡していただくよう
お願いいたします。

共益費とは？ 
共用部分の維持費のことです。例えば、共用部
分の電気料、共同施設の水道料、共用排水管の
定期清掃費等の経費です。共同住宅で生活する
のに大切な費用となりますので、必ず期日まで
に支払いましょう。

 共同生活のルールを守りましょう！！

 犬・猫・鳥等の飼育や餌付けは 
禁止されています

飼育や餌付けを行い、他
の入居者に迷惑や危害を
与えた場合には、住宅の
明渡しを求める等、入居
者の不利益になることが
あります。

自動車の不正駐車、 
  自転車等の放置は迷惑です
自動車の通路等への不正駐車は緊急車両の通行の妨
げ等、事故につながる恐れがあります。絶対にやめ
ましょう。自転車等は各住宅で決められた場所に駐
輪し、使用しなくなったものは、個人の責任で処分
しましょう。

災害に備えましょう
災害に備えて、災害時の行動や連絡方法、集合場所
等の確認をしましょう。また、いざという時に自治会・
町内会が一丸となって協力・支援し合えるよう、日
頃から近隣の方と声かけをしましょう。

 排水管の清掃をしましょう
台所流し台、洗面台、浴室、洗濯機及びトイレの�
排水管が詰まらないように定期的に清掃をしま
しょう。

生活音には気をつけましょう
生活音は、上下階や両隣に響きます。音には十分
注意してください。日常的な音でも生活時間の違
いによって感じ方は異なります。特に深夜や早朝
等は、大きな音を出さないようお互いに気をつけ
ましょう。

火事に注意しましょう
石油ストーブやタバコ等、火元
の管理には十分注意し、火災訓
練等で日頃から備えましょう。

喫煙マナーを守りましょう
市営住宅においては、入居者が周辺の環境を乱し、
又は他に迷惑を及ぼす行為は禁止されています。共
用部分での喫煙や過度なベランダでの喫煙により、
受動喫煙にお困りの声が寄せられていますので、喫
煙マナーを守り他の入居者に受動喫煙をさせないよ
うにしましょう。

 部屋の換気を心がけましょう
室内のカビの原因となる湿気をなくすためには、換
気をして、屋外の乾いた空気を取り入れること等が
大切です。家具の配置等に工夫して、空気の流れが
良くなるよう効果的に換気をしましょう。

清掃活動等に参加しましょう
住宅敷地内の清掃・草刈り
や自治会活動に積極的に参
加し、みんなで協力して暮
らしやすい環境をつくりま
しょう。

避難通路に物を置いてはいけません
ベランダや通路等に物を置く
ことは、災害時に避難するう
えで、非常に支障をきたしま
す。絶対に物を置かないでく
ださい。



鶴見区　神奈川区 にお住まいの方

横浜中サービスセンター（（一社）かながわ土地建物保全協会）
〒231-8613　横浜市中区日本大通33番地
�� 神奈川県住宅供給公社ビル1階

201-9968　 201-8405
緊急の夜間（17：30～8：30）･休日の修繕  212-1889
●交通：みなとみらい線「日本大通り駅」2番出口より徒歩2分
　　　　地下鉄ブルーライン「関内駅」市庁舎口より徒歩8分
　　　　JR根岸線「関内駅」（南口）より徒歩8分

各指定管理者事務所　お問い合わせ先
西区　中区　南区　保土ケ谷区 にお住まいの方

関内事務所（㈱東急コミュニティー）
〒231-0033　横浜市中区長者町5-85
� 明治安田生命ラジオ日本ビル8階

243-6791　 243-6792
緊急の夜間（17：15～8：45）･休日の修繕  0120-724-109
●交通：地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」より徒歩3分
　　　　JR根岸線「関内駅」（北口）より徒歩5分
　　　　京浜急行「日ノ出町駅」より徒歩9分
　　　　バス停「長者町5丁目」より徒歩2分

港南区　戸塚区 にお住まいの方

野庭事務所（横浜市住宅供給公社）
〒234-0056　横浜市港南区野庭町611-1-209野庭団地内

842-1999　 846-5401
修繕専用電話  451-7765
※緊急の夜間（17:15～8：45）・休日の修繕含む

●交通：地下鉄ブルーライン「上永谷駅」より徒歩20分
　　　　上永谷駅より市営バス港南台駅行「すずかけ通」下車徒歩5分
　　　　京急上大岡駅より市営バス野庭中央公園行終点下車徒歩5分

旭区 にお住まいの方

横浜北サービスセンター（（一社）かながわ土地建物保全協会）
〒226-0005　横浜市緑区竹山3-1-8
� 竹山団地内

933-0589　 932-4865
緊急の夜間（17：30～8：30）･休日の修繕  212-1889
●交通：JR横浜線「鴨居駅」（南口）より市営・神奈中バス 
　　　　竹山団地折返場行終点下車徒歩2分
　　　　 相鉄線「上星川駅」（北口）より徒歩2分｢上星川｣バス停から、 

市営バス笹山団地中央行｢笹山団地｣ 下車徒歩12分、 
又は神奈中バス中山駅行 ｢辻山｣下車徒歩10分
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異動の手続きは必ずしましょう
●出生、死亡等で家族が増減したとき　●市営住宅から退去するとき　●同居したい家族がいるとき
●家族のうちのどなたかが市営住宅から引っ越すとき
このような場合は、必ず各指定管理者事務所に連絡し、異動の手続きを行ってください。
異動手続きを行わない場合は、住宅の不正使用により、住宅の明渡しを求める等入居者の不利益になることがあります。

火災が起きた時に備えて、保険に加入しましょう
火災のもらい火や漏水等により、大事な家財が損害を受
けることがあります。また、ご自分の原因により損害賠
償請求を受けることがあります。是非、保険に入ること
をお薦めします。

緊急連絡先に変更があった場合は、必ず届け出を
緊急連絡先は、災害等の発生時やひとり暮らしの方の安
否確認の際に重要です。電話番号や住所が変更の場合は
必ず各指定管理者事務所へ届出してください。



磯子区　金沢区　栄区 にお住まいの方

横浜南サービスセンター（（一社）かながわ土地建物保全協会）
〒235-0033　横浜市磯子区杉田2-4-9
� サイトウハイツ1階

778-4426　 778-4428
緊急の夜間（17：30～8：30）･休日の修繕  212-1889
●交通：京浜急行「杉田駅」（西口）より徒歩5分
　　　　JR根岸線・シーサイドライン「新杉田駅」（西口）より徒歩12分

港北区　青葉区　都筑区 にお住まいの方

中川事務所（㈱東急コミュニティー）
〒224-0001　横浜市都筑区中川1-4-1
� ハウスクエア横浜内　住まいの情報館3階

910-1840　 910-1694
緊急の夜間（17：15～8：45）･休日の修繕  0120-724-109
●交通：地下鉄ブルーライン「中川駅」より徒歩5分

緑区 にお住まいの方

十日市場事務所（大成有楽不動産㈱）
〒226-0025　横浜市緑区十日市場町1258
� 十日市場ヒルタウン内

984-5403　 984-5404
緊急の夜間（17：30～8：30）･休日の修繕  03-3567-9243
●交通：JR横浜線「十日市場駅」（南口）より徒歩10分

泉区　瀬谷区 にお住まいの方

三ツ境事務所（横浜市住宅供給公社）
〒246-0021　横浜市瀬谷区二ツ橋町215楽老ハイツ内

391-9661　 391-9668
修繕専用電話  451-7765
※緊急の夜間（17:15～8：45）・休日の修繕含む

●交通：相鉄線「三ツ境駅」（北口）より徒歩7分
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お問い合わせ内容の例
●住宅使用料の支払い・減免について相談したい　●収入申告書・収入再認定について相談したい
●長期（15日以上）にわたって不在にする　●緊急連絡先を変更したい
●連帯保証人を変更したい　●市営住宅敷地内の駐車場を借りたい
●住宅の修繕や手すりの設置等について相談したい
●個人タクシーや軽貨物運送業を始める、身体障害者の方がはり・灸等の施術を市営住宅で営む
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家具転倒防止について
入居者が自らの責任において家具の転倒防止等の対策を行ってください。壁に穴を開けた場合は、退去する際に原状
回復費が生じることがあります。



使用料（家賃）の見直しや減免の制度があります。
【お問い合わせ先：各指定管理者事務所】

【住宅使用料のお支払いについて】
●住宅使用料のお支払いにお困りのときは、早めに「各指定管理者事務所」にご相談ください。
　収入が激減した場合等は、使用料額の見直しが受けられる場合があります。
●�市営住宅の使用料は、周辺の民間家賃より低額で、各世帯の収入に見合った額となっています。
●�住宅使用料を3か月滞納すると、駐車場の使用許可は取り消されます。
●�住宅使用料の滞納が続くと、最終的には市営住宅から退去していただくことになります。

重　要

一般減免
世帯の収入が一時的に著しく減少した場合に、市営住宅に入居している間の 12 か月間のみ
対象になる制度です。減免申請をする月の直近 3 か月の平均収入と減免基準額（生活保護
基準を使用）を比較して、全額免除又は一部減額を決定します。

【減免対象となる収入減少の理由】
◆収入のある方が失職したとき　◆病気等で長期にわたる療養を必要とし、その費用がかさんだとき
◆災害による著しい損害を受けたとき　◆その他前記に準ずる特別な事情があるとき

再認定と減免は、承認されると申請をした月の翌月の使用料（家賃）から対象になります。なお、使用料（家賃）
の滞納があると、再認定申請は可能ですが減免申請はできません。また、減免承認後、使用料に滞納が発生し
た場合には、減免承認が取消になる場合があります。

再認定
失職、廃業、転職、収入の著しい減少等で収入が減少したときに、減少後の収入で認定額
を見直し、再認定後の収入によって使用料（家賃）を再計算するものです。再認定後の収
入額や当初決定した使用料（家賃）によっては、金額が変わらない場合もあります。

特別減免
入居者に重度の障害がある方がいる世帯が対象です。
収入基準を満たしている場合は使用料（家賃）の 2 分の 1を減免します。
※生活保護で住宅扶助を受給している方は別途ご相談ください。

障害等の内容と等級等 収入基準（認定月額）
身体障害者手帳 1 級、2 級

◆一般の世帯   158,000 円以下
◆ 高齢者のみや、障害のある方が

いる世帯、中学校卒業程度まで
の子どもがいる世帯と認定さ
れた世帯   214,000 円以下

愛の手帳 A1、A2
精神障害者保健福祉手帳 1 級
障害基礎年金 1 級
戦傷病者手帳 特別項症〜第 6 項症、第 1 款症
原子爆弾被爆者 厚生労働大臣の認定
寝たきりの高齢者 要介護の認定を受けていて、寝

たきりの状態にある場合

高額所得者認定の収入基準額が見直されました！
公営住宅法の改正により、高額所得者認定の収入基準額が、平成26年4月1日から、月額31万3千円に下がりました。
これにより、今まで高額所得者として認定されていなかった世帯も高額所得者認定を受け、住宅の明渡し義務が課せ
られる可能性があります。

市営住宅使用料の寡婦（夫）控除のみなし適用を実施しました !
「未婚のひとり親家庭への寡婦控除等のみなし適用実施方針」に基づき、婚姻をしたことがなく母もしくは父となり、生計
を一にする20歳未満の子がいる世帯を対象に、寡婦（夫）控除のみなし適用が平成27年4月の使用料（家賃）から実
施しました。適用には、申請が必要です。詳しくは建築局市営住宅課収納係（671-3976）へお問い合わせください。

法的トラブルでお困りの方は「日本司法支援センター�（法テラス）」にご相談ください。
法テラス神奈川� ☎ 050-3383-5360� 平日 9：00～ 17：00
サポートダイヤル� ☎ 0570-078374� 平日 9：00～ 21：00　土曜日9：00～ 17：00


